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母子健康手帳の交付

乳幼児健診・相談
　12 月の乳幼児健診は次のとお
りです。該当者には事前に通知
をしています。ご確認ください。
●とき　健診の内容によって異

なりますので詳細は通知（案
内）書をご確認ください

●ところ　総合福祉センター保健棟
●内容　身体測定・問診・小児科医診察・育児

相談・栄養相談など

健診内容 期　日 生年月日

４か月健診 12 月 13 日（木）平成 24 年 7 月 17 日から
平成 24 年 08 月 20 日生まれ

７か月健診
12 月 20 日（木）

平成 24 年 04 月 27 日から
平成 24 年 05 月 24 日生まれ

12 か月健診 平成 23 年 12 月 01 日から
平成 23 年 12 月 31 日生まれ

１歳半健診
12 月 06 日（木）

平成 23 年 05 月 02 日から
平成 23 年 06 月 06 日生まれ

３歳児健診 平成 21 年 11 月 02 日から
平成 21 年 12 月 06 日生まれ

乳幼児相談
（身体測定・育児・栄養相談） 12 月 26 日（水）平成 24 年 10 月 30 日から

平成 24 年 11 月 26 日生まれ
※乳幼児相談は、どなたでもお気軽にお越しください。（申込不要）

妊娠がわかったら、早めに母子健
康手帳の交付を受けましょう。妊娠
中の生活や制度などについて保健師
が説明します。
●とき　12 月５日、12 日、19 日、

26 日の午前 10 時から 11 時 30 分まで①
必ず妊婦さん本人がお越しください②原
則、毎週水曜日の交付ですが、都合がつ
かない場合は相談に応じます

●ところ　総合福祉センター保健棟　
●必要なもの　妊娠届出書（ある人のみ）

予
防
接
種

■ＢＣＧ予防接種
▽４か月健診のときに一緒に行います
▽接種期間　生後６か月未満
▽場　　所　総合福祉センター保健棟

期　日 時　　間
 12 月 13 日（木） 午後１時 30 分から２時まで 1 月 17 日（木）

■ポリオ予防接種
　ポリオ予防接種は、９月より不活化ポリオ
ワクチンとなり、かかりつけの医療機関で個
別の接種となっています。接種についてのご
相談はかかりつけの医療機関にご相談いただ
くか、総合福祉センターまでお問い合わせく
ださい。

　平成 24 年度は特定健診の受診率を全国で評価する年度になっています。（５年に一度の実施）鞍手町は、特
定健診の受診率が年々減少しているため、今年度は、１月に２日間追加で健診を実施します。総合健診の申し
込みを受け付けています。健（検）診は身体の状態をチェックできるよい機会です。
※平成 24年度の総合健診は平成 24年４月から平成 25年３月までの期間となっています。４月から 12月の
　間に受診していない人は、この機会にぜひお申し込みください。

●申し込み方法　直接、総合福祉センターまでご連絡を
お願いします。

●健（検）診内容　各種がん検診（胃がん・肺がん・大
腸がん・前立腺がん・子宮がん・乳がん・肝炎ウィルス）、
結核検診、基本健診、特定健診

●申し込み・問い合わせ　総合福祉センターまで

期　日 場　所 受付時間など

１月 27 日（日）
総合福祉センター

午前８時 30 分から
　　10 時 30 分まで

※結果説明会は
　後日行います１月 28 日（月）

総合健診のお知らせ

　健（検）診は身体の状態をチェックできるよい機
会です。まだ、受診されていない対象者の人は、健（検）
診項目・日程を確認し、ぜひ受けてください。
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年
収
百
三
十
万
円
未
満
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
は

二
分
の
一
未
満
で
な
け
れ
ば
な
れ
ま
せ
ん
。

●
被
保
険
者
と
同
居
で
も
別
居
で
も
よ
い
人

①
配
偶
者
②
子
、
孫
③
弟
、
妹
④
父
母
な
ど
直
系

の
尊
属

●
被
保
険
者
と
同
居
が
条
件
の
人

①
前
記
以
外
の
三
親
等
内
の
親
族
②
被
保
険
者
の

内
縁
の
配
偶
者
の
父
母
や
子
③
内
縁
の
配
偶
者
が
死

亡
し
た
後
の
父
母
や
子

　

家
族
の
社
会
保
険
に
被
扶
養
者
と
し
て
加
入
し

て
も
、
そ
の
保
険
料
が
上
が
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
家
族
の
職

場
の
健
康
保
険
担
当
者
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

被
扶
養
者
に
な
る
た
め
に
は
、主
に
被
保
険
者
（
左

の
図
の
本
人
）
の
収
入
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
そ
の
基
準
と
し
て
は
、
被
扶
養
者
と
な
る

人
の
年
間
収
入
が
百
三
十
万
円
（
60
歳
以
上
や
障
害

者
は
百
八
十
万
円
）
未
満
で
、
被
保
険
者
の
収
入
の

被
扶
養
者
と
し
て
社
会
保
険
に
加
入
で
き
る
の 

は
、
左
の
図
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
こ
と
が 

第
一
の
条
件
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
社
会
保

険
の
被
扶
養
者
に

な
っ
た
と
き
は
、

14
日
以
内
に
役
場

保
険
健
康
課
保
険

年
金
班
で
手
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。

●
必
要
な
も
の

印
か
ん
、
社
会

保
険
の
保
険
証
、

国
民
健
康
保
険
証

被扶養者の範囲
（三親等の親族図）

白抜き数字は、親等数です。○の人は、
主に下図の本人の収入で生活してい
ることが必要です。□の人は主に下
図の本人の収入で生活し、かつ下図
の本人と同居していることが必要で
す。
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社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に

な
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
に
加
入

さ
れ
て
い
る
人
で
、
平
成

24
年
の
医
療
費
の
内
、
高

額
療
養
費
に
該
当
さ
れ
る

人
は
、
確
定
申
告
の
前

に
必
ず
申
請
を
し
ま
し
ょ

う
。

●
ポ
イ
ン
ト　

同
じ
月
内

（
１
日
か
ら
末
日
ま
で
）

の
医
療
費
の
自
己
負
担

額
が
限
度
額
を
超
え
た

場
合
、
そ
の
超
え
た
分

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
限

度
額
は
、
年
齢
や
世
帯

の
状
況
で
異
な
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の
　
保

険
証
、領
収
書
、印
か
ん
、

通
帳
（
世
帯
主
名
義
の

も
の
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保

険
健
康
課
保
険
年
金
班

ま
で

確
定
申
告
の
前
に
高
額
療
養
費
の

申
請
を
忘
れ
ず
に


